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ヽ

く （その13) の「調査研究翡」の額と一致すること

（備考） 1 1件当たりの命額（数回にわたってされたとさはその合，i|金額）が5万円以上の支出については，その支出を受けた者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては，その名称及び主たる事

務所の所在地）並びに当該文i廿の「l的，金額及び｛「月日を該当欄に記載すること。 「文出の目的」の欄には，当該文出の「l的を貝体的に記載すること。

2 国会議員関係政治団体に関する特例規定が適川されていた期間に行った支出のうち． l fI呵たりの金額（数回にわたってされたときはその合計金額）が 1万円を超える支出についてはその

支出を受けた者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては，その名称及びtたる事務所の所在地）並びに当該支出のEl的血額及び年月 1~1を該当欄にi記載すること。 「支出の目的」の憫に

は当該支出の日的を具体的に記載すること。

3 支出~(/)うち， 上記により叩細を記載した以外のものについては， 「その他の支出」欄にまとめて，その合計金額のみ記載すること。

-24 -



（その15)

目別区分 その他の経

文出を
ァ日 備 考

l 
t 
I I 
I I 

`'  J ↓ 

I I 
1 9 
I I -9 1 
I I 
I I 
I ・～

I I 
I I 
I I , .  
I I 
I I 
I I ．． 
9 9 
I I 
1 9 ,. 
I I 
I I 
I I 
1 9 
I I 

I I 
I I 

< （その13) 0) 「その他の経貨」 の額と一致すること

（備考）

3
 

1 l件当たりの金額（放回にわたってされたときはその合，it金額）が5万1']以上の支出については，その支出を受けた者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称及び主たる事

務所の所在地）並びに当該文出のIl的，金額及び年月 1~」を該当欄に記載すること。 「文出の「I的Iの欄に1ま，当該文出の『的を只（本的に記載すること。

2 国会謡目関係政治団体に関する特例規定が適川されていた期間に行った支用のうち， 1 {’|晋たりの金額（数1口Iにわたってされたときはその合計金額）が 1万円を超える支出についてはその

支出を受けた者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては，その名称及び宅たる事務所の所在地）並びに‘l1該支出の日的金額及び年月 IIを該‘i1欄に出載すること。 「支出の目的」の欄に

は、当該支出の目的を具体的に記載すること。

支出のうち，上記によりnり細を記載した以外のものについては， 「その他の支出」欄にまとめて，その合計金額のみ記載すること。
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資産等の状況
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の総括表

の有無

の項目 区分 仰
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ウ建物の所有を目的と の賃借権 ヤ

コこ が 1 0 0)j円を超える動産

（酋通預金及び当限預金を除く。）又は貯金（秤通貯金を

く。）

力 ノヽl＼f̂ 銭 託 ロ

キ有 価 券

ク 什i に よ る 権 利

ケ 付兄ごとの残高が 10 0 円を超える 付金

M
-
M
 

コ文払われた金額が 1 0 0)J円を超える敷金

サ 取得の価額が 10 0万円を超える施設の利川に関する

□l 

口
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一

M
-
f
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/
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J
―
払

人先ごとの残高が lOO)J-円を超える借人金 口

1

2

 

Hごとの資産の有無について，「口」内に Itv:l」を記人すること。
に記人した場今，項l」別に様式（その18) に内訳を記載すること。

-28 -



の18) 

区分 シ叶ら

考

（備考） ー については，

「金銭信託」， ＇i-1 11"'"よL.フ心）

し，それぞれ月」葉とすること。

,「建物」，「建物の所府を目的とする地上権又は上地の賃借権」，「動産」，「預金又は

よる権利」， 「貸付金」， 「敷金」， 「施設の利川に関する権利」， 「借入金」に分類したうえで
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